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モンゴル時代のウイグル農民 と儒教故国
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本稿の副題に掲げたU5330文書 とは,西暦20世紀初頭に ドイツ=トウルフ

アン探検隊によって馨掘賂来 され,現在はベルリン科学アカデミー (Berlin-

BrandenburgischeAkade血ederWissenscha鮎n:以下,BBAW と略)に所蔵される古ウ

イグル語文献のなかの 1件である｡ この文書は,ロシアのテエルク学者 W.

W.Radlo丑‖こよって校訂 ･猫詳 され,そのウイグル語文書資料集 Uigurische

Sprachdenkmdler(- USp)のNr.77文書 として公刊された｡それ以来,本文書

は13-14世紀のモンゴル時代のウイグリスタン (pers.Ui如ristan.トウルフアン盆

地を中心とする天山山脈東部地方)における税制や儒教融合に関する重要資料 と

して言及 ･引用されている｡ しかし,従来の研究者はもっぱらUSpの校訂案

に依接するか,あるいは部分的な引用 ･検討に終わっており,文書全腰の内容
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やその機能的側面の把握 ･説明,さらには文書の歴史的背景の再構成や分析 も

不充分である｡

本稿では,まず U5330文書について再校訂案を提示 し,それに基づいて本

文書の機能 ･性格に封する従来の諸先学の誤解を訂正する｡ その上で,本文書

が作成される歴史的背景としてのモンゴル時代のウイグル農民と儒教故国をめ

ぐる諸相の別出を試みる｡

1.U5330文書の再検討

(1)テキス ト･和讃 ･語註

′ヽ
U5330文書はTIICiqtim4という出土地番鋸を有するから,1904-1905年

にかけて派遣された ドイツ第 2次探検隊により, トウルフアン盆地の主邑高昌

(Qoeo)から東方約 100km に位置するテクティム遺跡 (eiqtim>chin.七克墓)で

獲得 されたものである｡ 筆者が賓見 したところ,原文書の紙寸は30.7cmX

43.4cm,紙色はGrisatre- BeigeClair,細かい漉 き縞 (9-101ines/cm)のある

中上質-上質紙｡素量複製 [圏版 1]からも明瞭なように本文書は草書腰で書

かれ,印記にはタムガ印 (tamγa,印章･印鑑)だけでなくニシャン印 (ni菖an,略

花押)の語をも用い,またカラン税 (qalan)の語が在誼 (attest)されるから,確

賓にモンゴル時代に比定される(1)｡さらに森安孝夫は,U5330文書がその他の

3件のテクティム出土文書 (05243-SUKWPOl;Mannerhe血 No.2-WPO2;

MannerheimNo.4)と共通の歴史的背景を有することを論語 し,これらをイキチ

文書群 (Ikieigroup)と絶稀 した [Moriyasu2002,pp.156-162]｡このうちSUK

WPOl,WP02の 2件は,すでに梅村坦 [1977a,pp.016-018,024-026]により,

モンゴル時代それもモンゴル皇帝の トウルフアン地域支配がより強力であった

13世紀に年代比定された｡従ってU5330文書 も同時代つまり13世紀に比定す

ることができる｡

(1) IUCD,p.104.また蓄膿や特徴的語嚢などウイグル文書の時代判定に関する指標

については,cf.森安 1994,pp.63-69.
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U5330文書の校訂テキス ト 詳註は,Radloff[USp]と李経緯 [1996,pp.

227-230]により提示されている｡ ただし李経緯のテキス ト･中文講はRadloff

案をほぼ踏襲するものであり,賓質的にはRadloffのテキス トが唯一のものと

いえる｡ 以下には,筆者の原文書調査に基づ く再校訂テキス トを和讃 ･語註と

ともに提示する｡ 本稿でのウイグル語轄寓は翻字と標準的馨音表記とを折衷 し

たSUK2の方式におおむね準接 し,その他の諸言語については慣用の方式に

従う｡ 原文書の破損映落や和讃に関しては拙稿 [松井 1998b,p.13]の凡例に

より,和詳中の丸数字は原文書の行数に野癒する｡

【テキス ト】

1 tq'1'γuy'1'laramayalt'1'otuz-qabizikieitoy'l'ntuγma

2 aqayyanga'l'ndu(.)kimqo'du菖amietayyl'duing畠1
●ヽ′●●●

3 mlnglClaSanqy-aSamboqaltm'l'菖qy-aeq'l'rum'1'とl'

4 sisidubuni菖anm畠ningo1

5 qulanbasanaq'l'ngdamtore'1'ata菖1ae'l'nyip畠kbaglap

6 Cく1,γayqalan一己'l'bodun-lar-qaoza-t'1'nb畠rtiEl'qt'1'n-n'1'ng
′ヽ●●

7 tar'1'γtarく'1㌧rylr-inboduntar'1'n'l'pyirba主-'1'n-γaqala血
●●ヽ′●

8 tutupbodunkingasIPqalan-S'1'zquvray-lar-qaqalan-1'1'y

9 yir-taquvraγ-qabirzabirmi菖yir-k畠qalantuqup

lO sanggikyir-nlqalan-'1'ntudmat'1'nsng'1'nbiripquvray-

11 -qayaq-a-S'l'nbiripyor'1'r畠rti早mt'l'ars畠rbizbu

12 bitig-takiatlγ一己aEl'γaybodun-1ar-n'l'ngkti6日miiz

13 yoqucunqalanl1'1'γ ylr-nim一畠biz-kaarksidmatin
●●ヽ′●●

●ヽ′
14 sanggikyir-mitar'1'psng'l'nbirmatinktiと畠mlSyOl'1'n-ta

15 bizbitig-kaadkirmi菖-eabodunllarqalan-S'l'zquvraγ

16 birlaqayulp'‡bag-kai昌一i-kabar'1'ps6zlas畠r

17 birlabolups6zl嘉irbizapambir6kbubitig-

18 -takis6Z-tinqayu-S'1'yatlasarbizbodun-qabir

19 soqum-luqudbiripbodun-nungq'1'n-'l'n-ya
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20 tagarbiz･butamγabizbubitig-takiatlγkimi菖1

21 -6畠bodun-lar-n'l'ngolbutamγamantoy'l'n-n'l'ngo1

22 bubitig-nim畠ntiginbodun-qaay'l't'1'pbitimi菖

23 butamγamantuγma-n'1'ng'olbutamγaikiei-nlngO1

24 butamγamanaqayyanga-n'1'ng'olbutamγaman'l'ndu-n'l'ng'01

25 butamγam畠nlng畠1lning'ol

v26 biein

v27 bodunbitigiol

198

【和讃】

①鶏年正月二十六日に｡私たちイキチ, トイン, トウグマ,②アタイ=ヤン

ガ,インドゥ,キムコドゥ,シャミチ,タイシドゥ,インゲル,③ ミンギチ,

エセン=カヤ,サムボク,アル トミシュ=カヤ,チャキル,ウミチ,⑤クラン,

バサナ,キングダム, トルテ,アダシュ,ラテン,イぺクをはじめとする⑥貧

しいカラン税負捨者たる人々へ｡ 以前からずっと,テクティムの⑦穀物を耕作

する田地を,人々が耕 して,その田地に基づいてカラン税を⑧支捕っていたが,

人々が協議 して,カラン非課税の恰衆たちに,カラン税のある⑨田地から (そ

の一部を)恰衆に輿えたので,輿えた田地についてのカラン税を支排い (支揃

わず (?))⑲寺産の田地を (耕作 して)そのカラン税を支沸 うことなく,そ

の地税を支揃い,恰衆⑪への小作料を支排って暮らしていた｡今となっては,

私たち (即ち)この⑫文書中に名前があるような私たち貧 しい人々たちの力が

⑬ないため,カラン税のある田地も私たちに管理させず,⑲寺産の田地を耕作

してもその地税を支排わず,力をふるったことに関して,⑮私たち (即ち)文

書に名前を記入 した人々たちは,カラン非課税の恰衆が⑲一緒にいかなる官吏

のところへ行って告げようとも,⑰一緒になって私たちは相談 しあう｡ もし寓

,この文書⑲中の言葉から,何であろうと私たち (の誰か)が逸脱すれば,

人々に1 (頭の)⑲屠殺用の牛を輿えて,人々の刑に⑳私たちはあたる｡ この

タムガ印は,私たち (即ち)文書中に名前を記入 した㊧ような人々たちのもの

である｡ このタムガ印は私 トインのものである｡ ⑳この文書を,私ティギンが
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人々に口述させて書いた｡⑳このタムガ印は私 トウグマのものである｡ このタ

ムガ印は私イキチのものである｡ ㊧ このタムガ印は私アタイ-ヤンガのもので

ある｡ このタムガ印は私インドゥのものである｡ ⑮このタムガ印は私インゲル

のものである｡ ④シシドゥ,このニシャン印は私のものである｡

[裏面]⑳猿 ⑳人々の文書である｡

【語註】

1-5:この文書冒頭部にみえる人名をRadloff[USp]･Arat[ETHV]は17名 と

し,後にZieme[1980,p.215]は21名 と訂正 した｡さらに森安は,イキチ文書

群 との比較からRadloffの人名特寓案について訂正を加えつつ,22名 と数え直

した [Moriyasu2002,p.160]｡次註 1から筆者は23名 と改め,またい くつかの

人名轄寓について代替案を掲げる｡

1,iki芭itoy'1'n:従来この 2つの人名要素は1人の人名を構成すると考えられ

てきたが,lines21,23で別々に記名押印 していることから, 2人の人名 とみ

なすべ きである｡

2a,'1'ndu:～mo.Indu～Hindu>chin.析都-欣都-印突｡

2b,kimqo'du:～ Kimqodu<chin.金剛奴｡RadlofHまKimattuと謹み,森安

はKimvurduと改めたが [Moriyasu2002,p.160],tq'1'yu(line1)･soqum(line19)

と比較すると第 4字は-X-と判讃できる｡

2C,ingal:SUKWPOl(line21)でIng畠と謹まれた人名を,本庭のIng畠1と同

一人物 とみなして訂正すべ きことは森安の指摘通 りである [Moriyasu2002,p.

161&n.20]｡ただしWPOlで森安が語末の-L字の残墓とみなした部分は,文

書を書見 したところ紙の繊維層であって文字ではない｡

3,samboq:<chin.三軍 *S∂m-p∂u[Kara1991,pp.1301131]｡

4:この記名 ･捺印は本来 血e20以下に配されるべ きところ,充分な除目が

無いために本虞に書かれたものである [USp,p.132]｡

5a,q'1'ngdam:森安 [Moriyasu2002]はQ'l'El'dam と轄皐 したが,筆者はRad-

loffの解讃案を支持する｡ おそらくは漢語人名の音寓であろう｡

5b,ata昌,laFl'n,yipak:この3つの人名をRadloffは翻詳 していない｡
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6a,qalan-Flo:周知の通 り,カラ ン税 (qalan)はモンゴル帝園によって支配下

各地域に導入された税 目である(2)｡qalanと職掌を示す接尾鮮 -e･l･[ATG,専47;

OTWF,尊2.75]から構成 されるqalane'1'という術語はSUKSaO9(line3)および

Mi20(- USp14,lines8,10)にも在澄される｡ これらの用例を小田寿典は"qalan

taxcollecter"と解樺 し [Oda1992a,p.39],SUK編者 もこれを採用 して ｢カラ

ン収税吏｣ という講を輿えた｡ しかしながら,本文書の qalane'l'は文脈から明

らかにカラン税を負捨する立場にあると思われ,筆者は ｢カラン税負捨者｣と

する従来の説 [USp;THXOHOB1966,p.198;小田1990,p.24]を支持する(3)｡

6b,oza-t'I'nbarti:｢以前からずっと｣｡Radloffはozaを地名 としたが,すで

にClausonにより訂正された [ED,p.356]｡
′ヽ

6C,61'qt'1'n:Uig.C'1'qt'l'nは現在の地名テクティム (Ciqtim)に野庭する｡ 本庭
′ヽ

の C'1'qt'l'nをRadlof‖まとirtinと樽寓 し,李経緯 もこれに従 うが,すでにZieme

[1982,p.266]により訂正された｡筆者はすでにこの地名 C･1･qt･l･nが SPF所蔵の

sI0.39(lines12,20)にも在澄されることを確認 している(4)｡

城市 としてのテクティムは唐代に設けられた赤亭 (*ts''吏dk-d'ieng,GSR793a+

833h)鋸に由来する｡ 982-984年にかけて西ウイグルを訪れた宋傍の王延徳は,

テクティムを津田 (*dok-d'ien,GSR7900+362a)と音嘉 している [Moriyasu2002,

p.169]｡ウイグル語のEl'qt'l'nという形式は,語末鼻音を映いている鮎で,王延

徳の俸える津田という形式に封癒するといえる(5)｡現代の Ciqtim という形式は
′ヽ

′ヽ
C'1'qt'l'nからの異化により生じたものであろう｡

(2)本稿第 2章(3)も参照｡なおqalanが契丹語に由来し,ウイグル語にも西遼支配下

で浸透 したというSchurmann[1956,pp.337-339]の推測には従えない｡Cf.本田

1961-本田1991,p.297;IUCD,pp.149-151.

(3) なおErdalはqalanと1'を ｢カラン税を支沸う代わりに国家のために農作業に従事

す る者 (somebodywhodoesagriculturalworkforthestateinsteadofpayingthe

kalantax)｣と解揮するが [OTWF,p.112],本文書中のqalanEl'たる農民たちが置

かれていた特殊な状況 [本章第(2)節 ･本稿第 2章を参照]に封する歴史学的考察を

放いており,従えない｡

(4)Cf.Moriyasu2002,p.158.この地名をMalov[URD,pp.140-141]はe'1'natunと誤

讃 している｡ ′ヽ
(5) ただし明初期の陳誠が Ciqtimを赤亭と呼んでいることにも留意すべ きである｡

『西域行程記 ･西域番囲記』中華書局,1991,p.36.
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7a,tar'1'r:<tar'l'-｢作付けする,耕作する｣｡Zieme[1982,p.266]の轄寓に

従う｡

7b,yirba昌Jl'n-γaqalantutup:本庭のba菖｢頭,元,はじめ｣は解樺困難で

ある｡ Radlo丑=ま本庭 を "zahltftirjedesStockLanddemKalan"と詳 したが,

Zieme[1982,p.266]は "hatdem Oberhaupt(?)desBodensdieBodensteuer

gezahlt(?)"とし,yirba蓋を ｢土地の地主｣と試課 した｡一方,｢土地にもとづ

いてカラン税 を負 った｣ と解樺すべ きという小田 [1990,∩.16]の提案は,

Radloffの奮講を支持するものといえる｡ そもそもカラン税は ｢地主｣ではな

く公権力に納入されるものであるから,筆者もRadloff･小田を支持する｡

8,quvraγ:Uig.quvraγ｢集圏,衆｣は skt.saIPgha"amonasticcommunity"

の封講 として頻用 される [ED,p.585]｡本稿では ｢恰衆｣ と詳す｡Radloffは

本文書中にみえるquvraγを全て quvaq～ qubaq～ quwaqと誤讃 し,これを

｢賦役労働の課 される田地 (Land,aufdemFrohnsdiensteliegen)｣と解樺 した｡

THXOHOBはこのRadloff説に基づいてquvaqに関する専論 [THXOHOB1964]を

著 したが,すでにClark[IUCD,p.104]により完全に論破されており,いまだ

にRadloff案に掠る李経緯 [1996,p.228]の解樺も無意味である｡

9a,birmi昌yir-kaqalantuQup:直詳すれば ｢(儒教寺院に)輿えた (-寄進

した)田地についてカラン税を支排って｣となるが,それでは寄進者たちは従

来のカラン税に加えて,儒教寺院に賦課される地税 (sang)[語註 10b参照]や

悌敦寺院への小作料 (yaqa)までをも支揃う義務を負ったことになる｡ これで

はカラン非課税の寺院に田地を寄進 した意味がない｡全 くの臆測であるが,本

庭のqalantuqupはqalantuqmat'l'n｢カラン税を支拭わず｣の誤記ではなかろう

か｡

10a,sanggikyir-ni:sanggik(- sangik)<sogd.snk'yk<skt.S豆IPghika

"belongingtosarpgha"[Laut1986,p.145]｡本文書では ｢寺産｣と詳す｡なお本

庭では,後にtar'1'n'l'p｢耕作 して｣の一句を誤脱 しているものと推測する｡

lob,sng'1'n:Line14にも在謹される｡ RadlofHまsakinと轄馨 しつつも不明語

とした [USp,pp.131-132,291]｡DTS[p.494]はRadloffの轄寓を採用 しつつ,

文脈から税の一種と推測 し,李経緯 [1996,pp.227-230]もこれに従っている｡
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しかし筆者は,この語はsng- Sくa'ng- Sangに封格語尾 -'l'nが接頼 したもの

と確信する｡ Uig.sang(～ tsang)はchin.倉 *tsangの借用語であり ｢倉, くら,

倉庫｣を意味するが [ED,p.555],轄 じて ｢倉に収められる穀物現物,倉糧｣

をも意味することは,BBAW 所蔵のウイグル語断片 Ch/U 7327の用例 ([]

ktiribirlabirgl'γikik血isang-n'1'qoとO-tasang-qaquqzun｢･･････の斗マスで (計量

して) 1石2斗の sangを高昌の倉に注入 (-納入)せよ｣)から指摘 した [松

井 1997,pp.30-31&n.5] ｡ さらに本 U5330文書では,儒教敦圏に納入され

るyaqa｢小作料｣[山田ⅠⅤ,pp.141-143;森安 1991,pp.82-83] とsangとは明

らかに直別されている｡ 一方,元代表漠合壁命令文にはmo.sang(<uig.sang

～ tsang.バクパ字表記ではca血)が ｢倉糧｣さらには ｢地税｣と漢詩される例

が頻見するから,本文書のsangも,儒教故国に寄進 した田地に封 して公権力

が賦課する ｢地税｣ と解樺できる｡ つとに亦鄭異はsangの原義 ｢倉｣ と漢詩

の ｢地税｣ との意味上の差を問題 とし,税程を意味するsangがモンゴル政権

馨行の命令文以外の一般的モンゴル語資料中にみえないことに注意 した [亦鄭

藁 1963-亦郷真 2001,pp.147-148]｡その鮎,ウイグル語文献ではあるが本

文書および上掲 Ch/U7327の在言登例は貴重である｡

ll,artiamt'1':Radloffが at'1'mat'1'と謹んでキルギス語の aTI,IMaThIに関連づ

けたのは誤 り｡ 本庭のえrti(Ⅴ.ar-)は先行のyor'1'r(< Ⅴ.yOr'1'-)｢通る｣が過去

の習慣 となっていたことを示 し [ATG,喜専242.1,243.2],現在の状況を示す後

積の即nt'l'畠rsar｢今では,今 となっては｣と封照される｡

13,arksidmatin:Radloffは aksidmatin(< Ⅴ.aksid-～ agstit-"todiminish,

curtail,reduce."ED,p.117)｢減 らさず｣ と解語 したが,第 2字は確賓に-R-

と判讃できる｡ これまで古ウイグル語辞典にarksid-という形式は採用されて

いないが,その一方で arksin-｢権力をもつ,支配する,統治する,管理する

;自由である,自在である｣ という形式が知 られる [ED,p.227;UW 6,pp.

441-443]｡このV.arksin-はuig.ark｢力｣から汲生 したV.*畠rksi-の再蹄形 と

推測されており,やはり悌敦故国が寺産としての田地を管理する文脈でもしば

しば在誼 されている [トウドゥム-シェリ (Tudum菖ali)修寺碑-秋世民 1981,

lines19-20;U5317-Zieme1981,TextA,lines25-33;U5319-Zieme1981,
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TextB,lines9-12]｡おそらく本虞の arksid-も*畠rksi-の使役形 と解樺 してよ

く,かりに ｢管理させる｣と課す｡

14,kti芭ami昌yol'1'n-ta:ktieami善くⅤ.ktiea-｢塵迫する,暴力をふるう｣[ED,

p.695].Radloff[USp,p.132]は本庭 を "aufgezwungenemWege"- "zwang-

weise"と詳 したが,訂正すべ き｡ Uig.yol｢造｣に3人稀位格語尾が接績 した

yol'l'n-ta(～ yOl-'l'nta)は ｢～について,-に関して｣を意味する [USp,p.212;

護 1960,pp.37-38;Arat1965,pp.267-268;梅村 1990,p.429;SUK2,p.304]｡

15,aq:本庭の aq(～ at)｢名前｣は,まず "Tと書かれた後に末字の -Tが

-Dに書き改められている｡ そのため,Radlof‖まuda(<Ⅴ.ud-"tofollow")と

誤讃 した｡

15117:Radloffは本庭 を "m6gensiefreivom Kalanmitdem Kuvakzuden

verschiedenenBegenandieArbeitsi°hbegeben.Dassesderartiggeschehe,ist

unsereRede"と翻詳 したが,訂正すべ き｡ Radloffが "Arbeit"と詳 したi菖Ii～

i菖iはbagとの二詞一意 (hendiadys)で ｢官吏｣の意 [cf.SUK2,p.247]｡また

Radloffはline17の S6zlagir(aolist<Ⅴ.S6zla善一)｢相談する｣をS6zla-｢話す｣

の仮定形 S6zl畠sarとみなしつつ "Diesbeweist,dassnochspatdieVerbalformauf

-sdralsParticipiumverwendetwurde,W6rtlichheissteshier:̀derRedegemass

seiendredenwir'."と注記 したが [USp,p.132],これも訂正すべき(6)｡

18,yatlasar:yat｢外｣から汲生 したⅤ.yatla-について,Clausonは"totreat

asastranger"の講を輿え,本庭の用例を ｢拒否する,拒む (repudiate)｣とする

が [ED,p.890],筆者はRadloffの奮詳 ｢逸脱する (abweichen)｣に従う｡

19a,soqum-1uqud:soqum は ｢屠畜 (schlachtvieh)｣の意 [wbIV,p.522;

ED,p.811]｡Radloffはsuqumluqab叫 と特寓 しつつ一種の刑罰と推測するにと

どまったが [USp,p.132],字形からは明らかに訂正できる｡ SPF所蔵のSIKr

IV638(line162)にも ｢屠殺用の牛 (soqum-1uqud)｣が責買されている例がみえ

る [Clauson1971,pp.190,194;梅村 1987,p.51]｡

(6) 李経緯 [1996,p.227]は文末のS6zl諦irを正しく韓寓したが,それまでの文脈を
誤解 している｡

- 10-

■■

｣

｢



｣

｢

東洋史研究 第六十三巻 第一号 2004･6 四校

■■

19b,q'1'n:この q'1'n～ q'l'ynは特に ｢刑,肉膿刑｣を意味 し,q'l'Zγut｢罰,

物,罰金｣とは直別される [森安 1991,p.88] ｡

21,mantoy'I'n:森安は本庭の人名をQanToy'1'nと謹み,SUKWPOl(line22)

に現われる人物に同定 した [Moriyasu2002]｡ しかし本庭のToy'l'nは1inelと

同一人物に相違ない｡確かにmanの語頭字はⅩ-のようにもみえるが,誤記と

みなす｡

26,bi芭in:本文書の筆記者ティギン (line22,Tigin)は,一旦はこのウラ面に

書 き始めたものの,鶴 (taq'1'γu)年 とすべ きところを誤って前年の猿 (biein)午

と書いてしまったため,あらためて反野面つまり現在のオモテ面に書き直した

のであろう｡

(2) 文書の内容分析

前節にみたように,RadlofHこよる校訂テキス トには少なからぬ誤讃 ･誤解

が見受けられた｡その多 くは常時の学問水準ではやむを得ないものであるが,

現時鮎ではRadloffの校訂テキス トに全面的に依接することはできない｡

ところで,U5330文書は,Radloff以降の研究者によっても言及され,その

文書内容についてさまざまな解稗が提示されている｡

まず Aratは本文書を ｢人々 ･共同腰に関係する文書｣ と定義 し,その内容

を ｢共同懐にとって2種類の税を負捨することが困難となったので,彼 らは17

人の頭目のもとに集まり,官僚に同種のものを支排うことを約束する｡ 彼 らは

貧 しいため同時の 2種類の税を支排える状態にない｣ と説明する [ETHY,p.

16]｡ しかし,このAratの文書解稗は,明らかにRadloffの校訂テキス トとく

に血es15-17に封する誤解 [語註 15-17参照]を引き継 ぐもので,もはや従

えない｡

一方 Clarkは,本文書について ｢"貧 しいqalanとl'の人々"により作成された

不明瞭な種類の契約であり,彼 らはカラン税を負捨 しない宗教敦圏と彼 らとの

閲に起こった紛争について訴えている｡ この文書中に記された馨致過程は本質

的にウイグル法律文書とは異なり,また公権力-の一般的な嘆願書の文言とも

異なっている｡ US77[-U5330文書 :筆者] とUS88 [-U5317-Zieme
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1981,TextA:筆者]はウイグル文献の中でも猫特の形式の文書である｣ と述

べる [IUCD,p.198]｡ここで Clarkが ｢一般的な嘆願書｣ というのは,おそら

くチャガタイ=ウルス (Caγatai-ulus)普主 上ウグルクテムル (Tuγluγ-Temdr)への

免税嘆願書 (U5282-Arat1937)早,男奴隷 ピン トウングの嘆願書 [小 田

1992b]を念頭に置 くものであろう｡ とはいえ,Clarkは本文書 を ｢人々｣が

｢紛争について訴えている｣文書(7)と定義する一方, どこで,またどのように

彼 らの訴えが庭理されたかという鮎については具腰的な説明を避けてお り,文

書全腰の解梓は不十分 とせざるを得ない｡

その他,THXOHOB[1966,pp.17,197-198]は,本文書 (line19)の ｢人々の刑

(bodun-nungq'l'n)｣ という表現 と,その法規制慣行に着 目しつつ,本文書を ｢共

同腰の誓書 (065(3aTeJII,CTBOO6IqHHI,I)｣と呼んだ｡ しか しTHXOHOBの解梓 もや

はり全面的にRadloffの樽寓テキス トに依接 したものであ り,特に文書中のい

くつかの術語や文書の年代比定においては根本的な誤解を冒している [IUCD,

pp.103-104]｡楊富学 [1990,p.20]は本文書を ｢税役協議書｣ と定義 している

が,その ｢協議｣の内容 と結果については説明を放 く｡ 上述のように,ほぼ全

面的にRadloff校訂テキス トを踏襲する李経緯 [1996,pp.227-230]の ｢有閑指

祝典労役的協議書｣ という要約 も,楊富学 と同様に不十分である｡

しかし筆者の再校訂, とくに従来不明とされた部分が ｢地税 (Sくa'ng)｣(lines

10,14)･｢屠殺用の牛 (soqum-1uqud)｣(line19) と解語 されたことにより,U

5330文書のほぼ完全なテキス トが提示 される｡ これに基づけば,本文書の内

容は以下のように要約できる｡

Linel:年月日｡

Lines1-6:本文書の作成者の名前の列挙｡彼 らは1ine6で ｢貧 しいカラン税

負捨者の人々｣ と総柄され,これに後頼する輿格語尾 -qaは,本文書の

内容が彼 ら作成者自身に周知されるべ きものであることを示す｡

(7) Zieme[1980,p.215]や森安 [Moriyasu2002,p.158]が本文書を ｢テクティムの

村落住民の嘆願書 (Klageschr批;Petition)｣と呼ぶのも,Clarkの分析を敷宿 したも

のであろう｡
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Lines6-ll:彼らカラン税負捨者たちの過去の状況についての説明｡彼 らは,

カラン非課税の儒教故国 (qalan-S'1'zquvraγ)に,自身の農耕地の一定部分

を寄進していた｡寄進された耕地は従前通 り彼らによって耕作され,ま

た寄進された耕地に賦課される地税 (sang)も彼 らが負捺 した｡また彼

らは儒教故国にも小作料 (yaqa)を支排っていた｡

Linesll-14:しか し現在は状況が奨わ り,彼 らカラン税負捨者たちは力

(ktie)を失い,これ以上の経済的負槍に堪えられなくなった｡そこで彼

らは所有の耕地を放棄してカラン税を負捨せず,悌敦故国に寄進した耕

地のみを耕作することとし,さらに故国の代わりに地税を支排うことも

拒否した｡

Lines15-17:この薯力行使に関して,儒教故国が公権力に訴え出ても,彼ら

文書作成者たちは連帯して野磨する｡

Lines17-20:この文書内容に違反した際の罰物額と刑の取 り決め｡

Lines20-25:署名 ･印記および書記名｡

Linev27:文書の ｢タイトル｣｡

この要約からは,本文書は,以前に儒教故国に耕地を寄進していた ｢貧 しい

カラン税負捨者｣である農民が,経済的困窮からその耕地を賓力で奪い返し,

その結果として線想される儒教敦圏あるいは公権力との紛争に備えて作成 した

｢盟約｣と判断してよい｡違反者 ･脱退者に野する刑罰の明記 (lines17-20)も,

盟約を強固にするためのものであろう｡ その意味では,正確な文書内容理解を

伴っていないとはいえ,THXOHOBの ｢誓書｣ という解稗自懐は,軍に ｢嘆願

書｣や ｢協議書｣とする所説に比べて安富であったといえる｡

2.ウイグル農民 と悌敦敦圏をめぐる諸相

本稿で提示 したU5330盟約文書の再校訂テキス トは,モンゴル時代ウイグ

リスタン社合史の再構成にむけ,あらたな材料を提供する｡ 以下,本章では,

U5330盟約文書の内容を匪公刊 ･未公刊のウイグル語 ･モンゴル語文書 と比
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較検討することで,特にウイグル農民 ･悌敦敦圏が負捺 した税役の問題 を中心

に,その歴史的背景 を考察 したい｡

(1) 悌敦故国の免税特権

浜北時代 にマニ教 を受容 した遊牧ウイグル帝国の支配層は,9世紀後半に東

部天山地方に西遷 して西ウイグル園を建国 した後 も, しばらくはマニ教信仰 を

推持 した｡彼 らの儒教への改宗 ･特向は10世紀初頭-11世紀初頭 にかけてのこ

とである｡ この時期には,西ウイグル支配層 により膏乗のマニ教寺院が破壊 さ

れ悌敦寺院に改築 されるという事態 も現われていた [森安 1991,pp.147-158] ｡

西暦1019年に西 ウイグル支配層が作成 したウイグル文棒杭文書 (MIKIII7279,

lines10111)には 己andradasvarxarsangr畠m etg畠Iiunand'1'm'l'Z｢Candrad豆sa寺院を

建 て る こ とに私 た ちは同意 した｣ とい う文言 が み え [Moriyasu2001,pp.

183-190,193], また BBAW所蔵の U 5320文書 (-USp92-Sertkaya1999,

Mektup1)で も西 ウイグルの公主 (Quneuy)が儒教寺院を経済的に支援するよ

う命令 を馨 してお り(8), 西 ウイグル支配層が積極的に悌寺 を建設 ･経営 したこ

とが知 られる｡ さらに,西 ウイグル期 にムル トルク阿蘭若 (Murutluqaryadan)

に輿 えられた 2件のウイグル語特許状 (U5317,U5319-Zieme1981,Texts

A,B)(9)は, より直接的に,西 ウイグル政権が トウルフアン地域の悌敦故国に

(8) なおSertkaya[1999,pp.240-241]は文書の内容を説明する裏面の1行をutと'1'ula-

γ'1'ntauqalγub[itig]"slglrtmaGatlndakislglralmamektubu"とするが,筆者はotEl'

uluγ'l'ntaotalγubitig｢草匠の長から草を受領する文書｣と改める｡ オモテ面本文で
は儒教寺院への賓ワラ (saman)迭柄に言及しているからである｡ この文書は牛桔

蓄膿で書かれており,明らかに西ウイグル時代に屠する｡

(9)ClarkはU5317(- Zieme1981,TextA,lines47-48)の tutaturγubitigyrlq｢保

持 し頼けるべき詔書｣という表現をモンゴル語のbariJvuyabuγayiJvarliγの透寓語

(calque)とみなし,この文書をモンゴル時代に比定 した [IUCD,pp.197-198]｡

Zieme[1981,pp.238-240]もこれを敷宿して1259年という絶封年代比定案を提示す

る｡ しかし,U5317(line41)には相野的に古い時代の指標であるquanpu｢官布｣

の語 [森安 1991,pp.52-54;森安 1994,pp.69,82-83]がみえる｡ またU5319(-

Zieme1981,TextB)は蓄膿や官印の銘文から確薯に西ウイグル時代に比定される

が [森安 1991,p.134,n.17]その血e16にもtutaturγubitig｢保持し頼けるべき
文書｣という表現が在誼される｡ 従って,この表現をモンゴル語からの透寓語とし

てU5317をモンゴル時代に比定したClark説はそのままには許容できない｡確か
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免税特権を輿えたことを示す｡

13世紀初頭,西ウイグル図はチンギス-カン (einggisqan)率いるモンゴル帝

園に臣従 した｡チンギス以来の歴代のモンゴル皇帝 ･モンゴル政権が儒教をは

じめ道教 ･キリス ト教 ･イスラーム ･儒教などの宗教故国にしばしば免税 ･免

役特権を付興 したことは周知の通 りである｡ このチンギス以来の宗教故国優遇

策が14世紀初頭以降のウイグル悌敦故国にも適用 されたことは,チャガタイ=

ウルス馨行モンゴル語免税特許状 (Mz653-BTTXVI,Nr.69;cf.松川1995,

pp.1151116)から知 られていた(10)｡さらに,13世紀すなわちチャガタイ-ウル

ス支配期以前に屠する我々のU5330盟約文書でも,悌敦故国は ｢カラン非課

税の恰衆 (qalan-sTzquvraγ)｣ と呼ばれている｡ これを上掲の諸例 と併せ考えれ

ば,ll-14世紀を通 じてウイグル ･モンゴル諸政権は儒教故国に免税特権を付

興 して優遇 したことが確言登される｡

(2) 悌敦故国と地税

ただしモンゴル帝国は,前節に述べたような宗教敦圏に封する免税特権を,

無制限に認めたわけではなかった｡第 5代皇帝クビライ (Qubilai)治世の中統

5年 (1264)正月,中書省の ｢巳前,成吉思皇帝 (einggisqan)の特は,いかな

る種類の人々でも,およそ田をたがやす者はすべて各々地税 を納める外,価

恰 ･道士 ･ネス トリウス教士 (也里可温 くmo.erke'血)･ムスリム識者 (答失響

くda菖man<pers.dani菖mand)についても,田をたがやす者には地税を納めさせ,

商業を営む者には南棟を納めさせ,その他の差役は免除していた｡その後,恰

苧皇帝 (Qaγan-第2代皇帝オゴデイ (Og6dei))の聖旨 (mo.Jvarliγ)で もまた這般

に行なわせた｡谷由皇帝 (Gdytigqan)より今に至るまで,悌恰 ･道士 ･ネス ト

にU5317は相野的に新 しい時代 に屠する牛草書腰-草書憶で書かれるが [森安

1991,p.135],U5319のような官印がみえないので,おそらく西ウイグル期の文

書を後代に喜寿 した複製 ･控えの類 と筆者は推測する [cf.松井 1998a,n.12]｡

(10)BTTXVI,Nr.69文書の登令者や絶封年代は不明であるが,文書に捺された囲印

にはいわゆる ｢チャガタイ紋章｣が見え,チャガタイ-ウルスにより馨行されたこ

とは確薯である [Franke1962,p.409;Franke1977,pp.34-36]｡チャガタイ=ウル

スによるウイグリスタン薯致支配の開始が西暦1320年代後半から1330年前後を劃期

とすることについては拙稿 [松井 1998b,pp.9-10;松井 2003,p.57]を参照｡
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リウス教士 ･ムスリム識者は地税 ･商税を納めていない｡まさに以前の通 りに

徴税すべ きである｣ という上奏をうけ,クビライは ｢成吉思皇帝 ･恰竿皇帝の

聖旨の腰例により,悌恰 ･道士 ･ネス トリウス教士 ･ムスリム識者 ･儒者の田

をたがやす者には地検 (白田は畝ごとに3升,水田は畝ごとに5升)を,商業を営

む者には商税 を納めさせ よ｣ という命令 を馨 した (『通制候格』巻29,9a-9b,No.

631.『元典章』巻24･戸部10･租税 ･納税 ･種田納税の候はほぼ同文)｡これ以降の大

元ウルス (Dai-6nyekeMongγ01-ulus)政権は,宗教敦圏への差馨 ･差役は引 き積

き免除 しながらも,農耕地には地税 を,また商業を営んだ場合には商税 (tam-

γa)を賦課する方針をとった(ll)｡ 至元13年 (1276)に接収された香南宋領-江南

地域でも,宋代から所有 していたか,あるいはモンゴル政権から賜興された田

土については免除されたものの,それ以外の新規獲得の田土については地税が

賦課 された(12)｡モンゴル皇帝 ･支配層は,この宗教故国-の地税 ･南棟賦課が

チンギス ･オゴデイ以来の原則を踏襲するものと繰 り返 し強調するが個,すで

に陳高華 [1981-1987,p.375]が看破 したように,おそらくは中統 5年常時

のアフマ ド (叫mad>阿合馬)ら財政官僚 による政府収入増加策を支援するた

め,宗教敦圏への課税開始をチンギス ･オゴデイ時代に遡 らせたものであろう｡

成宗テムル (Temiir)時代の元貞元年 (1295)乙未開4月にも宗教故国-の地碗

㈹ 『元史』世租本紀,中統4年 (1263)12月 ｢也里可温 ･答失蟹 ･恰 ･道種田入租,

貿易輸税｣;同,至元元年 (1264)正月突卯 ｢儒 ･樺 ･道 ･也里可温 ･達夫蟹

(da菖man)等戸,奮免租税,今並徴之｣;同巻93･食貨志 ･視程 ｢(中統)五年

(1264)詔恰 ･道 ･也里可温 ･答失蟹 ･儒人凡種田者,白地毎畝輸税三升,水地毎

畝五升｣;『通制候格』巻2,2a-19b,No.2｢至元八年 (1271)--･一,答失蟹 ･迭

里威失 (<pers.darvi菖)戸,若在回回寺内住坐井無事産,合行開除外,接有督蓮
事産戸数,依回回戸例収差｡･･････一,随路諸色不首差入戸,除軍祐戸限地外,照依

累降聖旨,種田納地税,買頁納商税｣｡
(12) 『元史』巻93･食貨志 ･視程 ｢至元二十八年 (1291)又命,江涯寺観田,末書有

者免租,績置者輸税｣｡

個 亦郷其1963-亦鄭其2001,pp.147-148;『通制候格』巻29,8a-9a,No.630(己

丑年-至元26年 (1289));同,9b-lob,No.632(至元29年 (1292)12月18日);同,

lla-13b,No.634(大徳8年 (1304)4月初 5日);同,13b-14b,No.635(皇慶元

年 (1312) 4月17日)｡なお大薮正哉 [1972- 1983,p.13]が上掲 『通利権格』
No.630の ｢己丑年｣をオゴデイ元年 (1229)に比定するのは誤 り｡ 岡本敬二

(編)『通副使格の研究詳註』第3巻,図書刊行合,1976,p.224;方齢貴 『通制候

格校注』中華書局,2001,p.717.
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圏版 2 SIKrI149

(財)東洋文庫提供

･商税賦課の原則は再確認され,後に ｢羊晃年懐例｣と稀された (『元典章』巻

24･戸部10･租税 ･恰道税 ･恰道租税憶例 ;『通制候格』巻29,5b-6b,No.625)｡そこ

では ｢チベ ット (T6bdd- chin.西番)･北中国 (Qitay- chin.漠見)･ウイグル

(Uyγur>chin.畏九鬼)･雲南の各地域にいる悌恰 ･ネス トリウス教士 ･道士 ･

ムスリム識者たちは,擬すらくは,元貞元年正月以前からは,これまで地税を

納めていない耕地はすべて税を免除する｡ 今後あらたに獲得 した土地早,また

影占した土地については,例に依って税を徴収する｣とも述べられており,宗

教敦圏に地税納入を義務づける大元ウルスの方針がウイグリスタンにも適用さ
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れたことが判明する｡

そ して我々のU5330盟約文書は,ウイグル悌敦故国が,寄進により獲得 し

た田地-の地碗 (uig.sang)を賓際に負捨 していたことを明澄する｡ 同様にウイ

グル悌敦故国の地税負槍 を示すウイグル文書 として,SPF所蔵の圭穀 (-小

秦)個供出命令文書 SIKrI149を以下に検討する｡ この文書はほぼ同質 (紙色

はChamoisα,漉き縞 (7- 8/cm)のある中質のライスペーパー)の 3枚の文書 (A

～C)を連貼 したものであ り,連貼 された状態の紙寸は16.5× 18.0cmである｡

鴬巣複製 [国版 2]からも明らかなように,本文書は草書腰で書かれてお り,

ほぼ確賓にモンゴル時代 に比定される｡

【テキスト ･和 詳 】

[m issing ]

A 1 l ](...) tar'1'y l

B 2taq'1'yuy'1'll

361'nquγtngriburxan-ta[

4 tay菖'l'(..)[ ](...)[

5tar'1'γ-ta･qO菖iγk菖iP[

6biripsangsan-'l'ndatutzun

[前映]

] ----主穀 (-小賓)----

] 鶏 [年第□月□日に｡]

] [鋸]囲聖価に-----

] 大師

] 主穀 (-小雰)のうち, コシグ導

師が---------

供出して,地検の額に充首せよ｡

C 7taq'1'γuy'1'ls畠kizineay[

8己'l'nquγ VaXar-tatay菖'1'dutay菖'l'alγu

9 (..)rtaygl'[](…)tum'1'菖taygl'basylap

10tay菖'l'-1ar-qa也とay-q'1'tarmacugtar'1'r
′ヽ

] 幾年第八月□日 [に｡]

鎖国寺のタイシ ドゥ大師,アルグ=

--大師,--ニトウル ミシュ大

師をはじめとする

大師たちへの 3ケ月分 の tarma一

己ug圭穀 (-小雰)

(14 Uig.tar'l'γは ｢穀物｣一般の絶稀であるが,狭義には ｢圭穀 ;小賓｣を意味する

[森安 1991,p.58]｡
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ll-ta･qudeuγaeariiki菖'l'γtar'1'γH のうち,クトチュグ阿閣梨が 2石

の主穀 (-小賓)を

12biripsangsan一丁ntatudzun 供出して,地税の額に充普せよ｡

このSIKrI149本文書のB･C部分は,ともに ｢(供出物件)を供出して,

sangの額 (sam)に充普せ よ｣ という命令文言を有 している｡ BBAW所蔵の ト

ウトウン税代納命令文書 U5284では,肉とブ ドウ酒を ｢トウトウン税の額に

充常 して (t叫 nsan-qatuqup)｣供出することが命令 されてお り [松井 2002,pp.

97,108-109],SIKrI149文書の命令文言とほぼ並行する｡ U5284文書でsan

｢額｣に先行するttitun(～ttiqtin)は周知の税 目名稀であるから,SIKrI149

文書でsan｢額｣に先行するsangも単なる ｢倉庫, くら｣ではなくU5330盟

約文書 と同様に ｢地税｣をさすことは確賓である｡ すなわち文書 C部分は,

｢鋲囲寺 (e'1'nquγVaXar)｣ に屠する高位の悌恰 (chin.大師 >uig.tayFl')たち-の

圭穀 (-小賓)供出を,地税の一部に充常することを命 じたものである｡ B部

分の文脈は破損鉄落のため明瞭ではないが,｢鋲囲聖悌 (e'l'nquγtngriburxan)｣

はおそらくC部分の鋸囲寺 と関連 し,また書式からはIine4の大師 (tayFl')は

物件 (主穀-小奏)の供出先 と推測されるので [cf.松井 2002,pp.95-97],やは

りC部分 と同様に鋸囲寺関係の高位の悌僧-たち-の主穀 (-小賓)供出を地税

納入額の一部に充普するよう命令 したものに相違ない個｡

個 このSIKr149文書にみえる鎖国寺は,大都都城の西,高良河の岸に起工された

大護国仁王寺をさす可能性がある｡ 大護囲仁王寺が西鋸囲寺と別稀されたことはす

でに中村 [1993,pp.70-71]によって指摘され,また至元10年 (1273)に高麗から

クビライ宮廷に派遣された李承休の見聞録 『賓王録』にも ｢大都城西鋸囲寺北,高

梁之櫨｣に皇太子テンキム (einkim)の幕営があったという (この鮎,森平雅彦氏

よりご教示を得た｡特記して深謝する)｡『元史』泰走帝本紀 2･致和元年 (1328)

3月に ｢己卯,帝御輿聖殿,受無量毒悌戒干帝師｡庚辰,命恰千人修悌事干鋸囲

寺｣にいう鎖国寺や,『元史』巻77･祭紀志 6･囲俗膏確に日傘蓋法要の次第を述

べて ｢於西鋸囲寺迎太子遊四門,昇高塑像,具儀伎入城｣という西鋸囲寺も,明ら

かに大護国仁王寺をさす｡大護国仁王寺は1270年に帝師に任命されたチベット悌恰

バクパ ('Phags-pa)のために建立され,バクパ以降も歴代帝師の居所となるなどチ

ベット儒教と深い関係を有した｡一方クビライ時代にはウイグル人財務官僚サンガ

(Sangga>chin.桑寄)が大護国仁王寺の日傘蓋法合を蓄財に利用している [中村

1993,pp.72-75]｡ また現在の北京西郊に位置 し,かつての大護国仁王寺の所在
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さて,B部分 で コシグ導師 (kgi<toch.ka!?i"magester,preceptor"),C部分で

ク トチュグ阿閣梨 (aeari<skt.acarya)と,いずれ も高位の悌倍が供出負接着 と

なっていることは,やは りモンゴル時代 ウイグリスタンで悌恰 ･儒教敦圏-の

地税 (sang)賦課が現賓 に施行 されたことを示す(16)｡ これは,オゴデイ ･モンケ

時代 にモンゴル支配膿制 に基づ く税役制度がウイグリス タンにも導入 され, さ

らにクビライ時代 中期 に検地 ･地税の徴収や騨停制度の管理運営が強化 された

とい う状況 [松井 2002,pp.89-91;松井 2004,pp.164,160]とも軌 を一にする

もの で あ る｡ なお,上述 した よ うに,儒 教 故 国へ の地税賦 課 が 中統 5年

(1264)以降にクビライ政権 により新規 に導入 された ものであれば,従来の13

世紀 とい う05330盟約文書の年代比定 をさらに狭め,13世紀後半 に限定する

ことも可能 となる｡

歴代モンゴル皇帝 ･皇族がチベ ットや中華地域の寺院 ･道観 ･儒学 に付興 し

た免税特許状 (多 くは碑刻化されている)の大多数では,差馨 (mo.albaqubeiri)･

鋪馬 (ulaγ-a)･砥磨 (菖igtisti>首思)と並 んで地税 (sang)･商税 (tamγa)も免 除

野象 とされてお り,宗教敦圏への地税賦課は単 なる原則的規定 にとどまった と

地にも近接する魂公村は,元 ･明代には ｢畏吾 (Uyγur)村｣と呼ばれ,ウイグル

人の集任地直となっていた [賞賛海 2000]｡大護囲仁王寺とその周達地域が大都在

住のウイグル人 ･ウイグル悌倍の活動稼鮎の1つであったことが推測される｡ さら

にチベット語原典からウイグル課された 『白傘蓋陀羅尼』印刷本 [Elverskog1997,

pp.108-110]も,モンゴル時代 トウルフアン地域のウイグル儒教と大都のチベット

儒教との文化的 ･経済的関係を示唆する｡SIKrI149文書のC部分で主穀 (-小

奏)の迭納先とされる大師たち (tayyl'-lar)は,鋸囲寺-大護囲仁王寺からトウル

フアン地域を訪れていたか,あるいは トウルフアン地域から特殊な種類の小賓

(tarmaeugtar'l'γ)を取 り寄せていた可能性がある｡ B部分の ｢鎖国聖悌｣も,諸文
献が大護囲仁王寺に納められていたと停える ｢金身大悌｣や ｢焚天悌像｣あるいは

マハ-カーラ (Maha-kala>摩聴羅)悌像 [中村 1993,pp.69-71;中村 1999,p.

67]に関連するかもしれない｡とくに最後のマハ-カーラ傍に関連しては, トウル

フアン地域からモンゴル語マハ-カーラ讃歌の印刷本断片 [BTTXVI,Nrn.29-32]

が多数馨現していることも留意される｡

(16)チャガタイ=ウルス馨行のモンゴル語免税特許状BTTXVI,Nr.69(lines9-10)に

おいても,儒教寺院が免除される税役名稀として地税 (sang)･商税 (tamγa)は言

及されない｡ただし,この文書で列挙されるアルバ (ン)梶 (alba(n))･ジャサク税

(了asaγ)･キスマ ド税 (qismad)･サ リグ税 (saliγ)･ウニン税 (tinin)･カガルガ税

(qaγalγa)などの薯態についても不明の鮎が多く [cf.松井 2002,pp.92-94],これら
の中に地税 ･商税に相首する税役が存在した可能性も完全には否定できない｡
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みなす見解 もある [e.g.愛宕 1961-愛宕 1988,p.348;大薮 1972-大薮 1983,

pp.9,15,17-18,21]｡ しか し,至元 5年 (1268)少林寺 クビライ聖 旨碑 [中

村 ･松川 1993,pp.41-46,77]･至元14年 (1277)龍門南王廟安西王マンガラ

(Mangγala)令 旨碑 [亦郷異 1963-亦郷其 2001;照那斯囲 1991,No.22]･至元

25年 (1288)無錫免 秀才薙迂差役 詔碑 [察美彪 1955,No.32]･元 貞 2年

(1296)彰徳上清正一宮テムル聖旨碑 [察美彪 1955,No.37]など地税 (mo.sui

/sang)･商税 を免除 しないことを明言する特許状の例(l刀や, また差馨 ･鋪馬 ･

砥麿の免税 に言及 しつつ も地税 ･南棟 については言及 しない例(18)が散見する｡

元代の悌僧 を措寓 した陳高の詩 ｢感興｣に ｢秋が来れば,租税 を納入 しようと

して,農夫を鞭 うつ｣ というのも,薯際に悌倍が地税 を負捺 したことを傍謹す

る [陳高華 1981-陳高華 1987,p.378] ｡ 元廷中央から遠 く離れたウイグリス

タンでさえも儒教故国-の地税賦課が賓施 されたことを示す U5330･SIKrI

149両文書の例 とも勘案すると,クビライ時代以降の大元ウルス支配地域での

宗教敦圏への地税 ･商税賦課は決 して具文ではなく,地税 ･商税 をも含めた完

全な税役免除を許された宗教敦圏はまさに特権的 ･例外的な存在であったとみ

なすべ きである(19)｡

(17)特に龍門南王廟マンガラ令旨碑ではca血tamqa-databu菖ialibaalbaqubeiriultidJven

｢地税 ･商税より他のあらゆる差鷺 ･科敵を見ず (-負捨せず)｣というモンゴル

語原文が,漢語では ｢地税商税不抹甚廓差馨休着｣とされ,地税 ･商税を免除野象

としないことが暖味にされている [亦鄭其1963-亦鄭其2001,pp.147-148]｡ 漢
詩 ･立石の際に令旨の受領者である道観の立場を反映したものか｡

(18)杉山1991,p.43｡ここで杉山が例示する元統 3年 (1335)都牒峰山仙人宮 上ゴ

ンテムル (Toγon-Temiir)聖旨以外には,至元14/26年 (1277/1289)淫州水泉寺

クビライ聖旨碑 [照那斯囲1991,No.3],至元19年 (1282)東森廟令旨碑 [察美彪

1955,No.28],元貞3年-大徳元年 (1297)彰徳上清正一宮テムル聖旨碑 [察美

彪 1955,No.39],大徳 5年 (1301)五重山大寿寧寺宛て,帝師タクパオ-セル

(Gragspa'odzer)法旨碑 [察美彪 1955,No.47],元統 2年 (1334)洪願文廟 トゴ

ンテムル聖旨碑 [察美彪 1955,No.80]が挙げられる｡

(19) さらに西ウイグル時代にまで遡ると,土地賃貸借契SUKRHOlでは,悌恰たる

阿閣梨 (aeari)が所有する物件 (おそらくは田地)にイルト-ビルト税が賦課され

ていた｡これは,前述のムルトルク阿蘭若-の免税特許状U5317(- Zieme1981,

TextA,lines41-42)がイルト=ビル上棟の免除を認めているのと封照的である｡

SUKRHOlの年代比定については森安 [1994,pp.72-73]を参照｡
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(3) カ ラ ン 税

モンゴル帝園が支配地域に導入 した各種の税役制度,またモンゴル時代のウ

イグル文書にみえる多数の税目の薯態については,未だ不明の鮎が多い [松井

2002,pp.92-94] ｡ しかし,我々のU5330盟約文書からは,モンゴル帝園がウ

イグリスタンに導入 したカラン税 (qalan)の賓態について以下の 3鮎をほぼ確

賓に指摘できる｡

①カラン税が住民の所有する農耕地に癒 じて賦課されたこと｡ この鮎は,ウ

イグル文貸借契 SUKRHO4,RH12でブ ドウ園 (borluq)や田地 (yir)に関連 して

カラン税が言及 されていることや,また手書 (戸籍原簿)のU5298(- Zieme

1982,lines18119)にもuyurtar'1'ryirintar'1'pqalantutupqayu-qak6己tipbamat'l'n

turur｢キビを [耕す田地を]耕 し,カラン税 を負捺 して,どこ- も移って行

かずに留まっている｣という申告がみえることから,ある程度は推測できた｡

さらに,U5330盟約文書でカラン税負捨者たる農民たちはカラン税の減免を

目的として田地を儒教敦圏に寄進 しているのであるから,カラン税賦課に際し

て農耕地が算定基準 とされたことはほぼ確澄されたといえよう｡

②カラン税がモンゴル語のalba(～ alban)あるいは漢文史料中の差馨 (-料

欽 ･差役)に野庭する可能性が高いこと｡ チャガタイ-ウルス首主 上ウグルクテ

ムル宛の免税嘆願書 (U5282-Arat1937)では,ウイグリスタンの封領 (ineti)

の園丁 (baγとl')たちが,歴代のチャガタイ-ウルス常圭の治世にはカラン税を

免除されていたことを論按として緩々述べながら,末尾ではカラン税ではなく

アルバン税 (alban<mo.alban)の免除を嘆願 してお り,qalanとalbanが相互置

換 されている [Raschmann1992,p.156]｡また mo.albaの原義は ｢夫役 ･力

役 ･強制労働｣,qubeiri(> tti.qupEl'r)｢クブチル税｣は元来は遊牧民に課され

る家畜税であったが,蒙漠合壁碑文ではalbaqubeiriと熟 して税役一般をさし

た [亦郷真 1963-亦郷真 2001,pp.150-151] ｡ 一方,フレグ=ウルス (H也Iegti-

ulus)支配下のイランでは,カラン税 (qalan<tti.qalan)とクブチル税 (q申p祖r<

td.qupe-1'r)が qal豆nvaq申p祖rと熟 してモンゴルによって導入された税役一般を

包括的にさす場合 もあった [本田 1961-本田 1991,p.299] ｡ この mo.alba
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qubeiriとpers.qalanvaqdpedrとの用法の類似から,やは りmo.albaとpers.

qal豆n<td.qalanの相互置換的野庭が推測されていた¢0)｡

さらに我々のU5330盟約文書では,ウイグル儒教敦圏が地税 (sang)を負槍

する一方でカラン税 を免除されている｡ 第(2)節でも述べたように,中統 5年

(1264)以降,大元ウルスは,地税 ･商税を例外 として宗教故国の ｢差馨 ･科

赦｣(-mo.alba(n)qubeiri-chin.差馨 ･科欽)を免除することを原則 とした｡

Uig.lmO.Sang-Chin.地税の野庵を勘案すると,カラン税 も,mo.alba(n)qub-

eiri-chin.差馨 ･科敵 と同じく諸種の税役一般をさすか,あるいはその中に

包接 される税役の一種 と推測される｡ ただしイラン地域ではカラン税 (夫役 ･

軍役)とクブチル税 (軍隊･使者 ･騨遮の経費を賄うための現金納の人頭税)とは遍

別 されてお り [本田 1959,本田 1961-本田 1991,pp.243,247,287-290,297-

299] またウイグル語諸文書にもクブチル税 とカラン税はそれぞれ早漏でも散

見する [松井 1998a,pp.035-037;松井 2002,pp.92-99] ｡ 従って,ウイグル文

書にみえるカラン税 も,それ早漏ではイラン地域 と同じく夫役 ･軍役をさした

と考えられ,これはmo.alba(n)の原義 とも符合する｡

(参カラン税がウイグル農民たちにとって相昔に過重な負槍であったこと｡ U

5330盟約文書によれば,カラン税負接着である農民から儒教故国に寄進され

た田地は従前通 り農民によって耕作 され,この田地に賦課 される地税 (sang)

も賓質的にはこれらの農民たちが負捺 した｡また,儒教敦圏所有の田地を耕作

するという鮎では農民たちは儒教故国の小作農 となったといえ,必然的に儒教

故国に封 して小作料 (yaqa)をも支排っていた｡さらに寄進せずに手許に置い

ていた田地には,従来通 りカラン税 (qalan)が賦課された｡すなわち,耕作す

る田地に関する農民たちの負槍は,儒教敦圏に寄進する以前にはカラン税 1種

類であったが,寄進後には地税 ･小作料 ･カラン税 (ただし減額された)の 3種

類 とされたことになる｡ しか し ｢貧 しい (El'γay)｣ と自稀する農民たちが,あ

えて負槍を増やすことを選揮 したとは考えづらい｡儒教敦圏に寄進 した田地に

Czo)以上の鮎についてはSchumann[1956,pp.332-335,340]も参照｡ただしSchur-

mannはウイグル文書の分析に際してはUSpの不完全な校訂テキストを利用してお
り,多くの鮎で修正を要する｡
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賦課されたカラン税の負槍は,寄進後その田地に賦課された地税 と儒教致圏へ

の小作料 とを合計 した負槍に比べて過重であったことは確賓である｡ 財産委託

契約 SUKMi19が,その作成理由を記す際に ｢カラン税に堪えられなくなり

(yadap),負債 (birimal'l'm)が多 くな り,私の債権者たちも多 くなって,私は今

のままではいられまい｡逃げ隠れてしまうために｣(lines2-5)と述べているこ

とも,カラン税がそれ早漏でもきわめて過重な税役であったことを推測させる｡

(4) 悌敦故国の寺産接大

第(1)～(3)節に述べてきた状況をふまえれば,U5330盟約文書にみえる悌敦

敦圏への田地寄進が農民 ･儒教敦圏の撃方の利害に基づいていたことは容易に

理解されよう｡ 農民は税負槍を軽減できる一方,儒教敦園側は寄進された田地

-の地税を賓質的に農民たちに負捨させた上,さらに農民からの小作料収入に

より収益を純槍 させ,寺院経営を強化できるからである｡ U5330盟約文書 と

同 じくイキチ (Ikiei)文書群 [Moriyasu2002,pp.156-162]に屠す る遺言状

SUKWPOlでは,この遺言状が作成 され遺言者の妻に交付 される際に,首座

(菖utza)のケ ド=カヤ都統 (Kad-Qyatutung)･テユケレ (Tukえlえ)･キムツオ (Kimtso

<chin.金蔵)をは じめ とする恰衆 (quvraγ)らと, タヴガチエヤンガ (Tavγae-

Yanga)･イキチ (Ikiei)を頭 とする村民 (bodun)-俗人が立ち合ったことが記さ

れる｡ 村民の代表 として言及 されているイキチは,まさに我々のU5330盟約

文書の馨起人の 1人 としてみえるイキチと同一人物であ り,U5330盟約文書

で悌敦故国に散財することとなった俗人 ･農民たちも,このWPOl文書が作成

された時鮎では悌致敦圏と友好的 ･親密な関係にあったことが確認できる｡

農民が税役を忌避 して儒教敦圏に農地を寄進する傾向はモンゴル支配下の香

南宋領-江南地域でもみられel),大徳 3年 (1299)には杭州省 (-江漸行省)管

下の儒教寺院の佃戸 は約50寓戸 にのぼった とい う (『通制候格』巻 3,7a-7b,

(21) 『元典章』巻24･戸部10･租税 ･伶道税 ･恰道避差田娘 ｢響子田地裏,毎年軍砧

的気力不抹甚磨用的排済阿,多率是百姓毎的納税根裏成就有｡如今,那百姓毎,係

官差馨根底速避着,在前合納鏡板的田土根底,和尚 ･先生毎底寺院裏布施輿了頁輿

了典輿了｣｡
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No.30,寺院佃戸の候)｡このように一般民戸から悌借に寄進された田地は普然な

がら地税 ･南棟の賦課封象とされたが,往々にして儒教敦国側は地税 ･商税を

隠匿し,大元ウルス政府もその封策に追われた｡とはいえ,儒教敦圏への田地

の寄進や農民の佃戸化自膿は禁止されず,モンゴル皇帝をはじめとする支配層

すらも折々に宗教故国-の賜田を行なっていた [陳高華 1981-陳高華 1987,

p.377] ｡

ウイグリスタンにおいても,支配層が儒教敦圏の寺産の接大を望んでいたこ

とは同様であった｡ただし注目すべきは,チャガタイ-ウルス馨行モンゴル語

免税特許状 (BTTXVI,Nr.69,lines4-8)が,大夫四洲寺 (Uluγtngri-ligtortdib

slime)の教義顧問 (主as-inaiγuei<uig.菖az'1'nayγue'1')をはじめとする師恰 (baγ菖i<

uig.baxyl')たちに野 して,slim-e一匹rqariatanyaγuketianumedeJtiγaJyarusun
′ヽ ′ヽ

baγborluγ-ikdkegtilgeJvdktiJitosunbolγaJyuJvul-aX(…)D(.)CW [ ]-i(.)[ ]CW

bidabtirtinaq-a-nardegiiner-tinemiinebuyanirgiir6gtinatuγai｢寺に所属するあ

らゆるものを管理 して,田地 ･ブドウ園を増やし,お香 と油を作 り燈明を･--

して,--を--して,われらと兄弟たちのために福徳 と祝福を輿えているよ

うに｣ と命令 していること,またウイグル語免税特許状 U5317(- Zieme

1981,TextA,lines25129)にもsanggikborluqyir-lar-ibila･vaptso菖ilavantiba昌一

lap･murut-luq-taturγue'l'菖ilavanti-lar･菖ali-1ar畠rksinip･kimi昌仙菖i也za･aryadan-

'l'γidipsap'l'partm'1'菖-'1'nking嘩ipiglatztih-lar｢寺産のブドウ図 ･諸田地をみなヴァ

プツオ律師をはじめムル トルクに常住する律師たち ･悌恰たちが管理 して,入

った利益によって阿蘭若を槍修 して,増加 したものを協議 して経営せよ｣とい

う文言がみえることである｡ この2文書のように,支配権力が直接に寺産の接

大を期待する文言は,モンゴル政権が中華地域の宗教敦圏に輿えた免税特許状

にはみられない¢2)｡すなわち,西ウイグル政権およびチャガタイ-ウルス政権

臣2) これは,可耕地面積に物理的に制限のあった (唐代均田制下でも ｢狭郷｣とされ

る) トウルフアン地域では,中華地域に比して,宗教故国の所有する田地の把握や

それに基づ く地税の賦課 ･徴収が容易であったことを反映するのかもしれない｡ち

なみに鞠氏高昌囲時代の トウルフアン地域では俗人所有の田地には ｢俗役｣,悌僧

の田地には ｢道役｣が賦課されており,僧俗の問で田地が責買された際には土地に

賦課される税役 も奨更されたことを示す出土漢文文書の例がある [町田2002,p.

40] ｡
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は,中華地域を支配 した大元ウルス政権 よりも,儒教敦圏の寺産の接大をより

積極的に期待 していたのである｡ その鮎では,税役忌避 ･田地寄進を媒介 とす

るウイグル農民たちと儒教敦圏との結託は,支配権力の政策とも必ずしも背馳

しなかったこととなる｡

(5) 僧俗 の封 立

さてU5330盟約文書は,第(4)節にみたようなウイグル農民 と儒教敦圏との

経済的結託 ･協力関係が状況によっては野立関係にも特化 し得たことを示す｡

このようなウイグル住民 ･儒教故国閲の紛争を停えるものとしては,SPF所

蔵の西暦1339年チャガタイ=ウルス首主イスンテムル (Yistin-Temiir)馨行モンゴ

ル語命令文書 G120(- Kara2003,pp.28-30,33;cf.Clark1975,p.137)も注

目に値する｡ この文書は,高昌もしくはその近達に所在するヨガチャリ悌寺

(Yogaearistime)の田地 ･ブ ドウ園が不法占接されているため,高昌のウイグル

王 (Iduqud<uig.Ⅰduq-qut)やモンゴル行政官 (noyad<noyan)･在地ウイグル人

官員 (mo.ttisimed<ttisimen～ uig.bag)に宛てて寺産の保護 と返還を命令 した

ものである｡ 西暦1339年 という年代からは,この G120文書にみえる悌寺に

封する抑塵 ･迫害は,東 トルキスタン ･トウルフアン地域のイスラーム化の進

行に関連づけられる可能性 も排除できない｡しかし半世紀以上を経た15世紀初

頭の時鮎においても, トウルフアン地域には少なくない悌敦寺院が存在 してお

り,悌教徒の社食的影響力は完全に衰退 してはいなかった(23)｡また G120文書

にみえる反悌寺側の人物の人名 に注意すると, タイポ ドゥ (Taibodu<uig.

Taypodu<chin.大宮奴)は悌 敦 的人名, また トレ ミシ ュ (T6lemi菖<uig.

T61ami菖)･ボルミシュ (Bolmi菖<uig.Bolm'1'g)はいずれも一般的なウイグル人名

であ り,やはりムスリム人名ではない｡そこで筆者は,この G120文書に記

された悌寺 とタイポ ドゥ･トレミシュ ･ボルミシュらとの紛争 も,U5330盟

約文書 と同様に,寄進 した田地 ･ブ ドウ園をめぐるウイグル農民 と儒教致圏と

(23) 陳誠 『西域行程記 ･西域番囲記』中華書局,1991,pp.106,108;BTTXVI,p.
9;松川 1995,p.106;cf.溝田1998,pp.98-103;堀 1975,pp.13-22.
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の紛争だったと考えたい｡

これらU5330盟約文書 ･G120命令文書にみえる悌敦故国と俗人 ･農民 と

の紛争が最終的にいかなる決着をみたのかは,残念ながら窺知 し得ない｡ただ

し,盟約関係 を強固にすべ くU5330文書を作成 したウイグル農民たちは,価

教故国との紛争において官吏 (b弛 i菖i)ら公権力 との封決をも辞さない強硬姿勢

を示 してお り (lines15-17),また G120文書 (lines8-10)からは反悌寺側のボ

ルミシュがチャガタイ=ウルス政権が寺産保護のために馨行 した謹書 (ni菖an)す

らも強奪 したことも知 られる｡ 両文書にみえる僧俗の紛争は,モンゴル公権力

をしても容易に調停 ･解決 し得ない深刻なものであったと指摘できよう｡ ちな

み に G120文書 は ｢印つ きの言登書 (ni菖atubieig)｣ と稀 され る ものの (lines

14-15),原文書に捺印はみえない｡また文書裏面にはイスラーム占 卜書のウイ

グル語抄講 とチベット語詳金剛乗諭吉を翻詳 したというウイグル語奥書 とが記

される [Kara2003,pp.30-34]｡おそらくG120文書は,命令文書原本が再度

強奪 されることを恐れたヨガチャリ寺側が作成 した複製 ･控えであり,その裏

面が後に二次利用 されたのであろう｡ このこともG120文書にみえる紛争の

激 しさを反映するものといえる｡

11世紀以降のウイグル社食では儒教が篤い信仰 を集めてお り,世俗権力者

屠 ･一般住民が儒教故国に手厚い保護 と経済的援助を輿えたことは,従来から

指摘 されまた本稿でも再確認された｡ しかしその一方で,世俗住民 ･農民 と儒

教故国との関係は,宗教的信仰面だけでなく経済的側面からも構築され,場合

によっては公権力を巻 き込んで激 しく緊張 ･野立 し得たことにも留意する必要

があろう｡ また 『通制候格』 (巻 4,22b-23b,No.125)に引用 される至元13年

(1276)7月初2日附クビライ聖旨は,カルシャ教義顧問 (Qar菖a菖az'1'nayγue'1'>

暗鬼沙沙津愛忽赤)とフレグ (Htilagd>旭烈)都続の上奏に基づ き,ウイグル住

民の女見聞引き慣行の禁止を命令 している｡ クビライに上奏 した両名がウイグ

ル悌致敦圏の指導者暦に屠することは確賓である [cf.梅村 1977b,pp.05-06]｡

この女見聞引き問題が大元ウルス宮廷にまで持ち込まれた背景には,在地ウイ

グル社合の停続的慣習 と悌敦的信仰 との深刻な相克があったとみるべ きである｡
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お わ り に

本稿第 1章ではU5330文書を文献学的に再校訂 し,この文書を,儒教故国

に敵封するウイグル農民の同盟関係を固めるための盟約文書と性格づけた｡

次に第 2章では,U5330文書の内容をモンゴル時代の歴史的背景に位置づ

けることを試みた｡その結果,モンゴル時代のウイグル農民と儒教敦圏との関

係について,①悌敦故国が西ウイグル期に引き頼き免税特権を得ていたこと,

②ただしクビライ時代以降の地税賦課の原則はウイグリスタンでも適用された

こと,③儒教寺院がカラン税を免除される一方,農民たちには所有する田地に

癒じてカラン税が賦課され,その負槍は相常に過重であったこと,④カラン税

の減免を意囲した悌敦故国-の田地寄進は,農民 ･儒教故国隻方の利害に基づ

いており,かつモンゴル支配層もそれを公認していたこと,⑤ しかし農民 ･儒

教敦圏の利害は時に激しく衝突したこと,を指摘 した｡このうち①～④の諸鮎

は,大元ウルス支配下の中華地域における状況とも共通しており,モンゴル時

代ユーラシア東方で共時的に生起 した事象として注目に値する｡

また,上述の歴史的諸相は,モンゴル時代のウイグル悌致故国の社食的 ･経

済的経営基盤を考察するための出費鮎となり得よう｡ 各国に所蔵されるウイグ

ル語祉合経済文書類の中には,悌敦敦圏経営に関連すると思われる諸種文書が

多数存在 し,未公刊のものはもとより,臨公刊文書についても歴史学的背景を

ふまえつつ再校訂 ･再解樺すべきものが少なくない｡確かに,出土ウイグル語

文献の大多数を占める悌典や トウルフアン地域各庭の美麗な儒教遺跡 ･遺物は,

西ウイグル時代～モンゴル時代のウイグル儒教の繁条を物語る｡ とはいえ,そ

の繁条を生み出した社食的 ･経済的側面に封する考察も歴史学的には放かせな

い｡本稿で別出した諸事象をふまえつつ ｢ウイグル儒教社食｣を絶佳的に把握

することを,今後の課題としたい｡
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gress and presents the newly discovered fact that the Manifesto of the Second 

Party Congress, which has heretofore been given great weight, was not actually 

produced or made public during the Second Congress. Subsequently, this study 

re-examines just how and on basis of which historical sources the history of the 

Second Congress had been determined. In this process of re-evaluation, it was 

discovered that there was a tendency to depict the early history of the party in 

overly fine detail during the period of the People's Republic. At the same time this 

study reviews the restraints that were imposed on descriptions of the early party 

congresses. On the basis of this overview, I point out that "the historical truth" of 

the CCP rests on the authority of statistical resources produced by the Sixth Par

ty Congress in 1928, rather than being based on historically accurate sources of 

any sort, and that this was thus party history as political act, one which mimicked 

history but was not in fact history. It should be recognized that the identities of 

the participants in the Second Congress is a problem that cannot be solved un

equivocally. At the present time, we can do no more than confirm that there 

appears to have been a congress, which approximately seven people, including 

Chen Duxiu ~ta!V*, Zhang Guotao 7.&i1~, Cai Hesen ~:f-D~, and Li Da *ji, 
attended. 

UIGUR PEASANTS AND BUDDHIST MONASTERIES DURING 

THE MONGOL PERIOD: RE-EXAMINATION OF THE 

UIGUR DOCUMENT U 5330 CUSp 77) 

MATSUI Dai 

The Uigur document housed in the Berlin-Brandenburg Academy of Science, 

U 5330, was first published as No.77 in Uigurische Sprachdenkmaler by W.W. 

Radloff and has been referred by many scholars. However its contents have not 

yet been clarified. The author of this paper presents the fully revised edition of 

the document, and proves that the document is an alliance covenant of Uigur 

peasants against a possible conflict with a Buddhist monastery. 

Furthermore, the author reconstructs the historical background of the docu

ment U 5330, based on a comparison with other Uigur and Mongol texts. The au

thor points out the following: (1) Uigur Buddhist monasteries in Turfan were bes

towed with the priviledge of tax exemption throughout the West Uigur period 

(9th-12th cc.) and the Mongol period (13th-14th cc.); (2) However, during the 
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reign of the fifth Mongol Emperor, Qubilai, the land tax (uig.-mo. sang) was levied 

on the Buddhist monasteries in Turfan as well as on those in China; (3) The 

qalan-tax levied on the Uigur secular peasants was a heavy burden; (4) Donation 

of land from peasants to the Buddhist monastery suited the economic interests of 

both sides, and the Mongol administrations granted it; (5) However, the interests 

of the peasants and the monastery were sometimes in severe conflict which also 

involved the government and officials. 

Those facts should provide the groundwork for further historical studies on 

the economic activities of the Uigur Buddhist monasteries. 
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